
 

 

議案第 13号 

                                    

   市道路線の廃止及び認定について 

                                    

 市道路線を次のとおり廃止し、及び認定するものとする。 

                                    

平成 30年 2月 20日提出 

                                    

                     桐生市長 亀 山 豊 文     



 

 

 

 

市道路線の廃止及び認定について
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市道路線廃止の部
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路  線  名 
起       点 

終       点 

市道 ５０２９７ 号線 
相生町二丁目２３３番地１地先 

相生町二丁目３００番地２地先 

市道 ７０２０５ 号線 
菱町四丁目２３０１番地４地先 

菱町四丁目２３１８番地先 

市道 ８１２８９ 号線 
新里町鶴ヶ谷１６２番地１地先 

新里町鶴ヶ谷１６２番地２地先 

市道 ８３０７５ 号線 
新里町武井４１７番地先 

新里町武井４２０番地先 

市道 ８４２１８ 号線 
新里町小林４９５番地１地先 

新里町小林４９３番地１地先 
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市道路線認定の部 
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路  線  名 
起       点 

終       点 

市道 ２０３１５ 号線 
境野町五丁目３３７番地３１地先 

境野町五丁目３３７番地３４地先 

市道 ２０３１６ 号線 
境野町五丁目３５４番地３地先 

境野町五丁目３５３番地５地先 

市道 ３０６６１ 号線 
広沢町四丁目１９７０番地２７地先 

広沢町四丁目１９７１番地３０地先 

市道 ３０６６２ 号線 
広沢町四丁目１９７１番地３２地先 

広沢町四丁目１９７１番地２６地先 

市道 ３０６６３ 号線 
広沢町四丁目１９７１番地２９地先 

広沢町四丁目１９７１番地２７地先 

市道 ３０６６４ 号線 
広沢町四丁目１９７０番地１９７地先 

広沢町四丁目１０番地１７地先 

市道 ３０６６５ 号線 
広沢町四丁目１９７０番地２０１地先 

広沢町四丁目１０番地２２地先 

市道 ３０６６６ 号線 
広沢町四丁目１０番地３０地先 

広沢町四丁目１０番地２７地先 

市道 ３０６６７ 号線 
広沢町四丁目１０番地２３地先 

広沢町四丁目１０番地２０地先 

市道 ３０６６８ 号線 
広沢町四丁目１０番地１３地先 

広沢町四丁目１０番地１３地先 
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路  線  名 
起       点 

終       点 

市道 ５０２９７ 号線 
相生町二丁目２３３番地１地先 

相生町二丁目２９６番地２地先 

市道 ５０６７０ 号線 
相生町二丁目３０２番地３地先 

相生町二丁目３０３番地２２地先 

市道 ５０６７１ 号線 
相生町二丁目３０３番地９地先 

相生町二丁目３０３番地３０地先 

市道 ５０６７２ 号線 
相生町四丁目６５番地３３地先 

相生町四丁目６５番地３８地先 

市道 ７０２０５ 号線 
菱町四丁目２３０１番地１３地先 

菱町四丁目２３２０番地１４地先 

市道 ８１４７５ 号線 
新里町新川２３６８番地７地先 

新里町新川２３６８番地１地先 

市道 ８２２２２ 号線 
新里町新川７１５番地８地先 

新里町新川７１５番地７地先 

市道 ８２２２３ 号線 
新里町新川１２１５番地８地先 

新里町新川１２１５番地１０地先 

市道 ８４２１８ 号線 
新里町小林４９５番地１地先 

新里町小林８２４番地先 

市道 ８４２７５ 号線 
新里町小林８２６番地１地先 

新里町小林８２８番地先 



議 案 説 明 

 

議案第 13号 市道路線の廃止及び認定について 

                                    

 道路の新設改良、寄附受入れ及び開発行為に伴う帰属等のため、道路法の 

規定に基づき、市道路線を廃止し、及び認定しようとするものです。 


